
基
礎
疾
患

基
礎
疾
患
をを
有有
す
る
す
る
方方
のの
範
囲
範
囲

重い精神疾患
・�精神疾患の治療の
ため入院している方
・�精神障害者保健福
祉手帳を所持してい
る方
・�自立支援医療で「重
度かつ継続」に該
当する方

  慢性の
・呼吸器の病気
・�心臓病
��（高血圧を含む）

・腎臓病
・肝臓病

糖尿病
インスリンや飲み薬で
治療中または他の病気
を併発している方

血液の病気
ただし、鉄欠乏性貧
血を除く

免疫の機能が
低下する病気

悪性腫瘍による治療
や、緩和ケアを含む

ステロイド
など、免疫の機能を
低下させる治療を受
けている方

神経疾患や
神経筋疾患

免疫の異常に伴うもの

呼吸障害等
神経疾患や神経筋疾
患が原因のもの

染 色 体 異 常

重 症 心 身 障 害

BMI３０以上
の肥満の方

睡眠時
無呼吸症候群

知的障害
療育手帳を所持して
いる方

の方

　

町
で
は
、
７
月
末
ま
で
に
、
65
歳
以
上
の
方
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
（
２
回
目
）
が
終
了

す
る
よ
う
計
画
し
て
い
ま
す
。

　

64
歳
以
下
の
方
の
接
種
に
つ
い
て
は
、
65
歳
以
上
の
方
の
接
種
が
終
了
次
第
、
順
次

接
種
を
進
め
る
予
定
で
す
。

　

今
回
は
、『
基
礎
疾
患
を
有
す
る
方
の
優
先
接
種
』、『
接
種
後
の
副
反
応
に
つ
い
て
』

紹
介
し
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
情
報

ワ
ク
チ
ン
情
報

基
礎
疾
患
を
有
す
る
方
の
優
先
接
種
、
接
種
後
の
副
反
応
に
つ
い
て

基
礎
疾
患
を
有
す
る
方
の
優
先
接
種
、
接
種
後
の
副
反
応
に
つ
い
て

☎0120-761-770
9：00 ～21：00（土日・祝日も実施） 

山梨県新型コロナワクチン
専門相談ダイヤル

☎055-223-8878
8：30 ～20：30（土日・祝日も実施）

ワクチンの副反応
接種希望者の健康状態などに関する相談はこちら

市川三郷町新型コロナワクチン接種

コールセンター

☎0556-42-7173
8：30 ～17：15（平日のみ） 

接種時期や接種予約など
ワクチン接種の手続きに関する相談はこちら

県 町厚生労働省新型コロナワクチン
コールセンター ( フリーダイヤル )国

　令和３年度中に６５歳に達しない方で、基礎疾患があり、通院または基礎疾患があり、通院または
入院している方入院している方は、ワクチン接種券を優先して発行いたします。
　以下にある「基礎疾患を有する方の範囲」に該当する場合は、町ワ
クチン接種コールセンター（☎０５５６-４２-７１７３）にご相談下さい。

　ワクチン接種後、注射した部分　ワクチン接種後、注射した部分
の痛みや、だるさ、頭痛、発熱、の痛みや、だるさ、頭痛、発熱、
筋肉・関節の痛みなどの「副反応」筋肉・関節の痛みなどの「副反応」
がみられることがあります。がみられることがあります。
　副反応は、免疫ができている反　副反応は、免疫ができている反
応のあらわれで、身体が病原体と応のあらわれで、身体が病原体と
たたかう準備をしている証拠ともたたかう準備をしている証拠とも
いえます。いえます。
　こうした症状は、接種後数日以　こうした症状は、接種後数日以
内に回復することがほとんどです。内に回復することがほとんどです。
　副反応が起きた場合も、慌てず　副反応が起きた場合も、慌てず
に必要な場合は県ワクチン専門相に必要な場合は県ワクチン専門相
談ダイヤル（☎０５５-２２３-８８７８）談ダイヤル（☎０５５-２２３-８８７８）
へご相談下さい。へご相談下さい。

優先的優先的ににワクチン接種ワクチン接種をを
受受けることができますけることができます

基礎疾患の確認方法
・診断書等の証明書は必要ありません。
・�接種の際に、予診票の質問事項に記載して下さい。
（重い精神疾患や知的障害の方の場合は、精神障害者保健福祉手帳、自立
支援医療受給者証、療育手帳を持参してもよいですが、予診票等によって確
認することも可能です※）
※�診断書などの証明書を求めることとした場合、コロナ対応やワクチン接種
でひっ迫している医療現場に負担がかかることが考えられるため、予診票
による確認のみとしています。

体のことやワクチンの安全性に
関する相談はこちら

基 礎 疾 患
を有する方

　一年間をとおして町内の情景を表現した写真を募集した「市川三郷フォトコ
ンテスト」、今回は町内外から全１３２点の応募がありました。
　審査を行った佐藤ちえ子先生は『応募された方々は撮影テーマを良く理解
し、町の魅力を存分に知り尽くして撮影されており、特にお祭り、花風景、
花火などの作品は、素晴らしいアングルの写真が多く、選考に苦労し
ました。始めから終わりまで見られるムービーと違い、写真は一枚で
感動のピークを表現します。上位入賞作品に選ばれた写真は、心惹
かれた作者の意図がダイレクトに伝わってきました。』と総評しました。

《
講
評
》
四
尾
連
湖
の
写
真
は
、
何

枚
か
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
作
品
は

グ
ラ
ン
プ
リ
に
相
応
し
い
品
格
と
イ

ン
パ
ク
ト
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
雪

の
早
朝
の
静
け
さ
の
中
、
刻
々
と
変

わ
る
光
、
色
彩
の
捉
え
方
が
素
晴
ら

し
く
、
美
し
い
作
品
に
仕
上
が
っ
て

い
ま
す
。
お
見
事
で
す
。

市川三郷フォトコンテスト市川三郷フォトコンテスト
入賞作品 ２０２０入賞作品 ２０２０

春賞『六地蔵のお花見』小澤 宏（小田原市）

冬賞 『雪の碑林』川口 久（市川三郷町）

秋賞 『稲干し』渡邉輝実（忍野村）

夏
賞 

『
～

あ
な
た
へ
届
け
～

サ
プ
ラ
イ
ズ
８は

な

び

７
日
』

　町では、町内の情景を表現した「市川三郷フォトコンテスト｣ を企画し、作品を募
集しています｡ 入賞作品はイベントポスター、ホームページなどのＰＲに活用させてい
ただきます｡ 写真撮影に興味のある方はふるってご応募下さい｡

【募集テーマ】 「いちかわみさと｣ の四季（春夏秋冬）や祭り、自然景観、史跡、風俗、
建築物、特産品、伝統産業、人々の交流など市川三郷町を広くPRでき
る作品を募集します。

【 応募サイズ】 カラープリントＡ４・四切・ワイド四切�インクジェットプリント可��������������������������
※写真部門は、合成写真､ 及び､ 過度のデジタル加工した写真は不可���������
※アート写真部門は、HDP�・多重露光・合成などの作品やアートとも言
えるような画像作品

【 締 め 切り】令和４年２月２８日月 ( 当日消印有効 )
【 応 募 先 】 町内写真館（芦沢カメラ、カメラのドバシ、塚原写真館、いわま写真）

町商工観光課観光係（市川三郷町上野 2714-2�� ☎ 055-240-4157）
【 賞 　 品 】 写真部門グランプリ１点（賞金５万円）、四季の写真賞各１点（賞金２万円）、�

�入選５点（賞金５千円）、ファミリー賞２点（賞金５千円）
　　　　　    アート写真部門グランプリ１点（賞金３万円）、入選４点（賞金５千円）
����������������������������※高校生以下の賞金は図書券

【 主 　 　 催 】市川三郷町
【 協 　 　 賛 】町内写真館（芦沢カメラ、カメラのドバシ、塚原写真館、いわま写真）
【 後 　 　 援 】市川カメラクラブ、三珠地区文化協会写真部、高田写楽会、

山梨県写真団体連絡協議会

■ 特　別　賞　米山義康（ 中 央 市 ）　　

■ 入　　　選　岸本眞男（市川三郷町）　木内良樹（ 甲 府 市 ）　山道浩好（ 中 央 市 ）
　 　　　　　　兵後敏博（ 北 杜 市 ）　小野清明（市川三郷町）

■ ファミリー賞　小鷲順子（ 杉 並 区 ）　岩澤文男（ 甲 府 市 ）　星野郁男（上野原市）

■四季の写真賞

米山 拓（甲府市）

■グランプリ
『黎明の四尾連湖』岡田泰文『黎明の四尾連湖』岡田泰文（ 甲斐市 ）（ 甲斐市 ）

賞金総額賞金総額

21.521.5 万円万円フォトコンテストフォトコンテスト作品募集作品募集
2021 市川三郷2021 市川三郷

カラー版はこちらから。町ホームページカラー版はこちらから。町ホームページ👆👆

接種後接種後にに副反応副反応がが

みられることがありますみられることがあります
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所
得
区
分
Ⅱ
に
該
当
し
、
過
去
１２
カ
月
で
通
算
９０
日
以
上
の

入
院
が
あ
っ
た
場
合
、
食
事
代
の
減
額
申
請
の
対
象
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

75
歳
以
上
の
方
全
員
が
加
入
し
て
い
る

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
関
す
る
お
知
ら
せ
で
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

し
て
い
る
方
に
納
め
て
い
た
だ

く
、
今
年
度
の
保
険
料
額
が
決
定

し
ま
し
た
。

　

加
入
者
の
保
険
料
額
に
つ
い
て

は
、
昨
年
中
の
所
得
が
確
定
す
る

こ
の
時
期
に
決
定
し
、
保
険
料
決

定
通
知
書
な
ど
を
お
送
り
し
て
い

ま
す
。

　

金
融
機
関
窓
口
や
口
座
振
替
で

保
険
料
を
納
め
て
い
た
だ
け
る
方

は
、
各
納
期
限
内
に
納
め
て
い
た

だ
け
る
よ
う
ご
協
力
下
さ
い
。

今
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
が
決
定
し
ま
し
た

加
入
者
の
皆
さ
ん
に

保
険
料
決
定
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

月 特別徴収(円) 期　別 普通徴収(円)
普通徴収の場合の

納 期 限

期別保険料額

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

計 計

合 計 額

月 特別徴収(円) 期　別 普通徴収(円)
普通徴収の場合の

納 期 限

期別保険料額

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

計 計

合 計 額

納入通知書から見る納入通知書から見る
保険料の納め方のパターン保険料の納め方のパターン

⇨ 

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
保
険
料

と
、
金
融
機
関
の
窓
口
で
納
付
す
る

保
険
料
が
あ
り
ま
す

⇨
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま
す

⇨ 

納
付
書
に
て
金
融
機
関
の
窓
口

で
納
付
し
て
下
さ
い

⇨
口
座
振
替
で
す

　保険料の納め方は４種類あり
ます。通知書の保険料が記載さ
れている欄や、納付書の有無で
徴収方法が分かります。

限
度
額
適
用
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
が

８
月
１
日
よ
り
更
新
さ
れ
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
75
歳
以
上
全
員
と
所
定
障
害
の
65
歳
以

上
含
む
）
に
加
入
し
て
い
る
方
が
お
持
ち
の
保
険
証
は
、
７
月
31
日

が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
今
月
中
に
新
し
い
保
険
証
を
お

送
り
し
ま
す
。

　

郵
送
の
方
法
は
、
皆
さ
ん
や
ご
家
族
に
、
直
接
手
渡
す
書
留
郵
便

で
す
。

　

受
け
取
っ
た
ら
、
自
分
の
も
の
に
間
違
い
な
い
か
よ
く
確
認
し
、

お
手
元
に
届
い
た
日
か
ら
必
要
に
応
じ
て
お
使
い
下
さ
い
。

　

古
い
保
険
証
は
、
８
月
以
降
使
え
ま
せ
ん
。
大
切
な
個
人
情
報
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
各
自
で
細
か
く
裁
断
す
る
な
ど
し
て
確

実
に
破
棄
し
て
下
さ
い
。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
の
皆
さ
ま

新
し
い
保
険
証
を
７
月
中
に

お
送
り
し
ま
す

　
現
在
お
持
ち
の
保
険
証
は

７
月
31
日
が
有
効
期
限
で
す

■保険料 ＝ 均等割額 ＋ 所得割額
　　　　　　　　　　      （40,490 円）　　���（所得－43万円）×7.86％

※保険料の額には、世帯の所得水準などにあわせた軽減措置があります。

保険料の決め方

■納入通知書の期別保険料額が記載されている部分

　令和３年度の後期高齢者医療保険料は次の計算で決まります。保険料の軽減率が変更されます
令和元年度以降、保険料の軽減特例対象が見直されています。

詳細は、保険証に同封されるパンフレットをご覧下さい。

所
得
区
分
Ⅱ
の
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
へ

１食１６０円

過去１２カ月の
入院日数が９０日以下

１食２１０円

※�申請日以降の食事代
に限ります。

過去１２カ月の
入院日数が９１日以上

問
町
町
民
課
国
保
年
金
係
☎
０
５
５
（
２
７
２
）
１
１
０
５

保険料賦課限度額は

64 万円です

■
納
入
通
知
書
の
特
別
徴
収
①
、
普
通
徴

収
②
の
両
方
の
欄
に
保
険
料
額
が
記
載
さ

れ
、
納
付
書
が
同
封
さ
れ
て
い
る

■
納
入
通
知
書
の
普
通
徴
収
欄
②
の
み
に

保
険
料
額
が
記
載
さ
れ
、
納
付
書
は
入
っ

て
い
な
い

■
納
入
通
知
書
の
普
通
徴
収
欄
②
の
み
に

保
険
料
額
が
記
載
さ
れ
、
納
付
書
が
同
封

さ
れ
て
い
る

■
納
入
通
知
書
の
特
別
徴
収
欄
①
の
み
に

保
険
料
額
が
記
載
さ
れ
、
納
付
書
は
入
っ

て
い
な
い

提
出
す
る
も
の

　

◎
申
請
書　

◎
入
院
証
明
書
な
ど

　

�

詳
し
く
は
町
民
課
国
保
年
金
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

減
額
申
請

　

更
新
後
の
認
定
証
は
、
有
効
期
限
が
令
和
４
年
７
月
３１
日

ま
で
の
も
の
と
な
り
、被
保
険
者
証
と
は
別
に
交
付
し
ま
す
。

　

前
年
度
交
付
を
受
け
て
い
る
方
で
今
年
度
も
適
用
要
件
に

該
当
す
る
場
合
は
、
引
き
続
き
交
付
し
ま
す
。
手
続
き
は
不

要
で
す
。
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国民健康保険税国民健康保険税

減免減免されます。されます。

申請期限申請期限３３月月３３１１日日木木ままでで

新型コロナウイルス感染症の影響により新型コロナウイルス感染症の影響により
『収入が３０％以上減少した方』等が対象『収入が３０％以上減少した方』等が対象

国民健康保険税国民健康保険税▶ ▶ 問問町税務課住民税係　 ☎055-272-1104町税務課住民税係　 ☎055-272-1104

    国民年金免除・納付猶予申請
（免除猶予期間は翌年６月まで）

国
民
年
金
の
納
付
が
困
難
な
方
へ

国
民
年
金
の
納
付
が
困
難
な
方
へ

国
民
年
金
の
免
除
申
請

国
民
年
金
の
免
除
申
請

７
月
ス
タ
ー
ト

７
月
ス
タ
ー
ト

下記の①～③に該当する方は、早めのお手続きをお願いします。
①所得の減少等の理由により保険料の免除を新たに希望する方

② 昨年度（令和２年７月～令和３年６月）の免除申請が承認された方で、

一部免除の方、退職等の特例により免除の承認を受けている方、免除

の継続を希望されなかった方

③ 令和２年２月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により、業務の

喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度下がり、保険料の

免除を希望する方

※免除申請も保険料の納付もしていない場合は保険料未納期間となります。
　未納のままにしておくと、将来の年金だけでなく、障害や死亡といった不測の
事態が生じたときに「障害年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場
合があります。免除を希望される方は早めの手続きをお願いします。

申請は町町民課、年金事務所窓口で行うことが可能です。
郵送申請も可能（日本年金機構ホームページから申請書をダウンロード）

問ねんきん加入者ダイヤル☎ 0570-003-004
問竜王年金事務所  ☎ 055-278-1104
問町町民課国保年金係☎ 055-272-1105

５万円の給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得のひとり親・ひとり
親以外の子育て世帯に対し、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯 ひとり親世帯以外の
低所得の子育て世帯分

対象児童 平成 15 年 4 月 2 日～令和 4年 2 月 28 日までの間に出生した児童
※特別児童扶養手当支給対象児は平成13年4月2日～令和4年2月28日まで

支給対象者 ①�令和３年４月分児童扶養手
当受給者

②公的年金受給者
③�新型コロナウイルスの影響
を受けて家計が急変し、収
入が児童扶養手当受給者と
同じ水準となっている方

　以下の①②両方に当てはまる方
①�上記対象児童を養育する父母等
②�令和３年度住民税（均等割）が非
課税である者または、令和３年１
月以降の収入が急変し、住民税（均
等割）が非課税相当の収入となっ
た方

支給額 対象児童１人あたり  ５万円

申請の要否 ①申請不要で５月１１日に支給済
②・③申請が必要

要件により申請の要否が変わります。詳し
くは、町ホームページでご確認下さい。

申請期間 令和３年５月２０日
～令和４年２月２８日

令和３年７月１９日～令和４年２月２８日
※�ただし、令和４年２月末出生児は令和
４年３月１５日まで

対象児童 一人あたり
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後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料
介護保険料介護保険料がが

介護保険料介護保険料 ▶▶  問問町福祉支援課介護係 ☎055-272-1106町福祉支援課介護係 ☎055-272-1106

後期高齢者医療保険料後期高齢者医療保険料▶ ▶ 問問町町民課国保年金係 ☎055-272-1105町町民課国保年金係 ☎055-272-1105

詳しくは担当課までお問い合わせ下さい。詳しくは担当課までお問い合わせ下さい。
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こちらから▶

令和
３年度 

詳細・申請書は
こちらから▶

※双方の支給要件を満たす場合でも併給はできません。
問町いきいき健康課子育て支援係☎ 0556-32-2114

��徘徊 SOSネットワーク�とは
　事前に届け出をしておくことで、実際に高齢者等が行方不明になったとき、
一刻も早く発見し、家族の元に帰れるよう高齢者等の生命と安全を守るための
システムです。
　詳しくは、町福祉支援課包括支援係までお問い合わせ下さい。

問問町福祉支援課包括支援係 ☎ 055-272-1106町福祉支援課包括支援係 ☎ 055-272-1106

市川三郷町市川三郷町
認知症高齢者等認知症高齢者等
個人賠償責任保険事業個人賠償責任保険事業
開始開始しましたしました

　町では、誰もが安心して暮らせる町づくりを目指
し、市川三郷町徘徊 SOSネットワーク登録者を対象
に、個人賠償責任保険へ加入しました。
　日常生活における思いもよらない事故により賠償
責任を問われる場合に備えるもので、認知症等によ
り徘徊のおそれのある方やそのご家族が、住み慣れ
た地域で安心して暮らすことができる環境を整える
ことを目的としています。

必 着

市川三郷町徘徊SOSネットワーク登録者

のうち、以下のすべてに該当する方

・�市川三郷町の住民基本台帳に記載さ
れ、町内に居住している方

・�在宅で生活している方

・�町税等の滞納をしていない方
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